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　１　(Plan) 事務事業の計画

事務事業名 臨時福祉給付金給付事業
会計区分 01 一般会計

款項目コード（款-項-目） 3 1 6

4270414 事務事業評価票 健康福祉部長　山田　忍

臨時福祉給付金支給事業推進室　                   

評価対象年度 平成27年度 柿本　健司

事業期間
開始年度 終了年度 法令による実施義務

（該当欄を選択）平成27年度 平成27年度

施策の大綱（節）　【政策】 健やかに暮らせるまちづくり

施策小項目

根拠法令、要綱等

国の臨時福祉給付金支給要領、八代市臨時福祉給付金支給事業実施要綱

誰もがいきいきと暮らすまち 事業コード（大－中－小） 1 31

事務事業の概要
（全体事業の内容）

消費税率5％から8％への引き上げによる影響を緩和するため、所得の低い方々に対して制度的な対応を行うまでの間、暫定
的、臨時的な措置として給付金を支給するもの。支給対象者は平成27年1月1日において八代市に住民基本台帳があり、平成27
年度住民税均等割が非課税の方などに対し、1人6千円を支給する。

実施手法
（該当欄を選択）

総合戦略での
位置づけ

基本目標

施策の展開（項）　【施策】 保健・福祉・医療の連携強化 施策大項目

具体的な施策と内容 地域福祉の推進

      施策の体系
（八代市総合計画に
おける位置づけ）

基本目標（章） 33

31年度見込

・支給対象の可能性がある方に対し7月下旬に申請書発送
・申請期間は8月3日から11月4日までの3ヶ月間
・窓口申請受付は、本庁と各支所及び日奈久出張所、二見出張所
・郵送申請受付は、本庁のみ
・申請期間中、未申請者には申請勧奨として申請書再送付を実施
・支給は口座振込みと本庁・各支所窓口で現金を支給

未申請及び申請書内容不備の方に対し、電話や文書で申請漏れが無い
よう申請勧奨と事業周知を行う。

　２　(Do) 事務事業の実施

評価対象年度の事業内容等

対　象
（誰・何を）

臨時福祉給付金支給対象者

事業内容（手段、方法等） 成果目標（どのような効果をもたらしたいのか）

25年度決算 26年度決算 27年度決算 28年度予算 29年度見込

財
源
内
訳

国県支出金

コスト推移

202,324 870,365

一般財源（特別会計→事業収入） 0 -26,233 -10,676 0

30年度見込

総事業費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） - 425,184 209,324 877,365 0 0 0

事業費（直接経費）　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） 0 425,184

地方債 0 0 0 0

0 451,417 213,000 870,365

30年度見込 31年度見込

その他特定財源（特別会計→繰入金） 0 0 0 0

29年度見込

0 0

人件費 25年度決算 26年度 27年度 28年度見込

（単位：人） - 0.00 1.00 1.00

臨時職員等従事者数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人） - 0.00 6.00 6.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00

概算人件費（正規職員）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円） - 0 7,000 7,000 0

0.00
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●

●

●

事
業
の
活
動
量
・
実
績
の
数
値
化

活
動
指
標

指標名 単位 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度

①

申請書発送数（支給対象者数）
計画 -

実績 33357 34581 - -

②

計画 -

実績 - -

-

〈記述欄〉※数値化できない場合

26年度 27年度 28年度

-実績

②

計画

-

29年度

①

申請者数 支給対象者数に対する効
果の目安にしやすい

人

計画 -

31173 30192 - -

単位 24年度 25年度

③

実績

計画 -

実績 - -

-

　３　（Check)　事務事業の自己評価

③

実績

計画

- -

〈記述欄〉※数値化できない場合

も
た
ら
そ
う
と
す
る
効
果
・
成
果
の
数
値
化

成
果
指
標

指標名 指標設定の考え方

◆実施方法は現行どおりでよいか
・民間委託、指定管理者制度の導入などにより、成果を下げず
にコストを削減することは可能か
・目的や形態が類似、関連する事業との統合・連携によりコス
トの削減は可能か
・現状の成果を下げずに非常勤職員等による対応その他の方
法により、人件費を削減することは可能か
・事務事業の目的や成果から考えて、受益者負担を見直す必
要があるか（引上げ・引下げ・新たな負担・廃止）

現行どおりでよい

国の事業を本市の自治事務として実施したものである。

見直しが必要

着眼点 チェック 判断理由

◆事業実施の妥当性を備えているか
・事業の目的が上位政策・施策に結びつくか
・市民ニーズや社会状況の変化により、事業の役割が薄れて
いないか
・市が事業主体であることが妥当か（国・県・民間と競合してい
ないか）

妥当である
国の事業を本市の自治事務として実施したものである。

概ね妥当である

妥当でない

◆活動内容は有効なものとなっているか
・成果目標の達成状況は順調に推移しているか
・成果を向上させるため、事業内容を見直す余地がないか（成
果をこれ以上伸ばすことはできないか）

有効である
国の事業を本市の自治事務として実施したものである。

概ね有効である

有効でない
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1 不要（廃止） 2 民間実施 3 市による実施（民間委託の拡大・市民等との協働等）

4 市による実施（要改善） ● 5 市による実施（現行どおり） 6 市による実施（規模拡充）

　４　（Action)　事務事業の方向性と改革改善

今後の
方向性

（該当欄を選択）

今後の方向性の
理由、改革改善の

取組等

(今後の方向性の理由、改革改善の取組をもたらそうとする効果など）

国による低所得者に対する経済対策として26年度から実施している。本市における事務の性格は単年度の予算事業として実施
する自治事務である。

決算審査特別委員
会における意見等

（委員からの意見等）

特になし

外部評価の実施 無 実施年度

改
善
進
捗
状
況
等

H27進捗状況 1. 対応済（廃止含む）

H27取組内容

国による低所得者に対する経済対策として26年度から実施している。本市における事務の性格は単年度の予算事業として実施
する自治事務である。
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